
新潟県（危機対策課）

県内市町村

陸上自衛隊（第30、第２普通科連隊）

航空自衛隊（新潟救難隊）※警報時のみ

地域整備部 関係水防管理団体

ダム水門管理者

巡視船艇

海事関係 機関所属船舶

在航船舶

新潟航空基地

一般航行船舶

各事務所、出張所

県地域機関
気象情報等メール
配信システム

住民

（無線）

県内市町村

国土交通省
北陸地方整備局

ＮＴＴ東日本又は
ＮＴＴ西日本

消防庁

ＮＨＫ新潟放送局

新潟地方気象台

第九管区海上保安本部

二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。
二重線の経路は、気象業務法第15条の２によって、特別警報の通知又は周知の措置が義務づけられて
いる伝達経路。

海上保安部署

※警報のみ
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